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日本再軍備の決定

日
本
再
軍
備
の
決
定 

　
　

―
―
米
国
政
府
に
よ
る
決
断
の
過
程
と
要
因
、
一
九
五
〇
年
七
月
～
九
月
―
―

吉　
　

田　
　

真　
　

吾

は
じ
め
に

一　

国
務
省
の
転
換

　
（
一
）
ダ
レ
ス
覚
書
か
ら
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
へ

　
（
二
）
方
針
転
換
の
論
理

二　

国
防
総
省
の
不
決
断

　
（
一
）
国
防
総
省
内
の
推
進
論

　
（
二
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
反
対
と
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
四

三　

国
防
総
省
の
決
定

　
（
一
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
転
換

　
（
二
）
Ｊ
Ｃ
Ｓ
、
日
本
再
軍
備
、
米
軍
撤
退

四　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　

一
九
五
〇
年
九
月
八
日
、
米
国
政
府
は
、
敗
戦
と
陸
海
軍
解
体
を
経
て
軍
事
力
を
喪
失
し
た
日
本
に
、
再
度
軍
事
組
織
を
保
有
さ

せ
る
方
針
を
決
定
し
た
。
こ
の
日
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
が
、「
対
日
講
和
条
約
」
と
題
す
る
Ｎ
Ｓ
Ｃ
（
国
家
安
全
保
障
会
議
）
六
〇
／

一
文
書
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
対
日
講
和
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
を
主
眼
と
す
る
こ
の
文
書
に
は
、
再
軍
備
に
関
す
る
文
言

は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
自
衛
の
権
利
と
手
段
を
制
限
す
る
条
項
を
講
和
条
約
に
含
め
な
い
、
と
い
う
方
針
が
記
さ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
第
四
節
で
見
る
よ
う
に
、
そ
の
策
定
過
程
を
仔
細
に
検
証
す
る
と
、
こ
の
文
書
の
行
間
に
は
日
本

に
再
軍
備
を
さ
せ
る
と
い
う
政
府
内
合
意
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
実
際
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
の
採
択
後
、
タ
イ

ミ
ン
グ
や
ペ
ー
ス
、
規
模
な
ど
が
論
点
に
な
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
、
日
本
に
再
軍
備
さ
せ
る
と
い
う
方
針
自
体
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な

か
っ
た
。
五
一
年
初
頭
の
日
米
交
渉
に
お
い
て
、
ダ
レ
ス
大
統
領
特
使
は
吉
田
茂
首
相
に
再
軍
備
を
要
求
し
、
五
二
年
の
日
本
独
立

後
、
再
軍
備
が
本
格
化
す
る
。

　

な
ぜ
、
い
か
な
る
過
程
を
経
て
、
米
国
政
府
は
日
本
再
軍
備
を
決
定
し
た
の
か
。
そ
の
時
点
で
、
米
国
政
府
は
ど
の
よ
う
な
形
の

再
軍
備
を
思
い
描
い
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
い
か
な
る
考
慮
に
基
づ
い
て
い
た
の
か
。
日
本
再
軍
備
に
つ
い
て
は
優
れ
た
実
証
研
究

の
蓄
積
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
適
切
に
答
え
う
る
も
の
は
な
い
。
別
稿
で
論
じ
た
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
日
本

再
軍
備
に
関
す
る
米
国
政
府
の
決
定
過
程
に
つ
き
、
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
前
提
が
置
か
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
は
、

五
〇
年
六
月
二
五
日
の
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
あ
る
い
は
七
月
八
日
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
連
合
国
軍
総
司
令
官
に
よ
る
日
本
政
府
へ
の
警
察

予
備
隊
創
設
の
指
令
に
相
前
後
し
て
、
米
国
政
府
が
再
軍
備
を
決
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
行
研
究
で
は
、
七

月
以
降
の
決
定
過
程
に
関
す
る
記
述
や
分
析
が
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
七
月
に
入
っ
て
も

日
本
再
軍
備
は
米
国
の
政
府
決
定
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た）

1
（

。
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本
稿
は
、
こ
の
五
〇
年
七
月
か
ら
九
月
を
主
な
対
象
期
間
と
し
て
、
日
本
再
軍
備
に
関
す
る
米
国
政
府
の
決
定
過
程
を
追
跡
す
る
。

そ
の
際
、
本
稿
は
二
つ
の
視
座
を
設
定
す
る）

（
（

。
ひ
と
つ
は
、
国
務
省
・
国
防
総
省
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
三
者
関
係
で
あ
る
。
四
八
年

に
日
本
再
軍
備
が
政
府
内
で
の
検
討
対
象
と
な
っ
た
後
の
三
者
の
立
場
を
簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
、
国
防
総
省
は
積
極
的
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
は
反
対
、
国
務
省
は
総
論
と
し
て
は
賛
成
だ
が
決
定
に
は
反
対
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
四
九
年
末
に
国
防
総
省
が

消
極
・
慎
重
姿
勢
に
転
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
政
府
内
で
再
軍
備
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
大
幅
に
弱
ま
っ
た
。
こ
の
状
況
は
、

朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
、
予
備
隊
創
設
の
指
令
が
下
っ
た
五
〇
年
七
月
に
入
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
に
再
軍
備
さ

せ
る
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
る
九
月
ま
で
に
、
三
者
は
立
場
を
転
換
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
七
月
か
ら
九
月
に

か
け
て
は
、
再
軍
備
の
決
定
過
程
に
お
け
る
重
大
局
面
だ
っ
た
。

　

本
稿
の
も
う
ひ
と
つ
の
視
座
は
、
米
国
の
三
つ
の
封
じ
込
め
戦
略
で
あ
る
。
冷
戦
期
の
米
国
は
、
ソ
連
と
そ
の
配
下
の
勢
力
か
ら

な
る
共
産
勢
力
お
よ
び
西
独
と
日
本
と
い
う
旧
敵
国
に
対
す
る
「
二
重
の
封
じ
込
め
」
を
志
向
し
た
。
こ
の
う
ち
対
ソ
封
じ
込
め
は
、

政
治
・
経
済
的
な
も
の
と
軍
事
的
な
も
の
―
―
な
い
し
は
冷
戦
戦
略
と
軍
事
戦
略
―
―
に
分
割
で
き
る
。
本
稿
は
、
①
日
本
に
対
す

る
封
じ
込
め
、
②
ソ
連
（
あ
る
い
は
共
産
主
義
）
に
対
す
る
政
治
・
経
済
面
で
の
封
じ
込
め
、
③
ソ
連
（
お
よ
び
そ
の
衛
星
国
）
に
対

す
る
軍
事
面
で
の
封
じ
込
め
と
い
う
、
三
つ
の
戦
略
に
着
目
す
る
。
な
お
、
②
の
冷
戦
戦
略
に
は
、
ソ
連
と
の
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン

マ
へ
の
配
慮
―
―
米
国
が
軍
事
的
手
段
を
講
じ
れ
ば
、
ソ
連
も
対
抗
措
置
を
と
る
た
め
、
逆
説
的
に
米
国
に
対
す
る
軍
事
的
脅
威
が

高
ま
る
と
い
う
論
―
―
が
含
ま
れ
る
。
総
じ
て
、
日
本
封
じ
込
め
戦
略
と
冷
戦
戦
略
は
日
本
再
軍
備
を
抑
制
す
る
方
向
に
作
用
す
る

一
方
、
軍
事
戦
略
は
そ
れ
を
促
進
す
る
方
向
に
作
用
す
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
視
座
を
踏
ま
え
、
日
本
再
軍
備
に
関
す
る

国
務
省
・
国
防
総
省
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
立
場
と
相
互
作
用
を
記
述
・
分
析
し
た
上
で
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
で
合
意
さ
れ
た
再
軍
備

の
内
実
を
解
明
す
る
。
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一　

国
務
省
の
転
換

（
一
）
ダ
レ
ス
覚
書
か
ら
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
へ

　

米
国
政
府
内
で
再
軍
備
推
進
へ
と
い
ち
早
く
動
き
だ
し
た
の
は
、
国
務
省
だ
っ
た
。
四
八
年
に
日
本
再
軍
備
が
省
庁
間
検
討
の
対

象
と
な
っ
て
か
ら
五
〇
年
七
月
上
旬
ま
で
、
国
務
省
は
総
論
と
し
て
そ
れ
に
賛
成
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
政
府
決
定
に
な
る
こ
と
を
拒

ん
で
き
た
。
そ
の
主
な
論
拠
は
二
つ
の
リ
ス
ク
に
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
日
本
再
軍
備
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
豪
新
比
な
ど

の
極
東
諸
国
と
日
本
自
身
が
米
国
か
ら
離
反
し
、
政
治
・
経
済
面
で
の
ソ
連
と
の
競
争
で
米
国
が
不
利
に
な
る
と
い
う
冷
戦
戦
略
上

の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
非
軍
事
化
を
規
定
す
る
極
東
委
員
会
決
定
や
日
本
国
憲
法
九
条
に
鑑
み
る
と
、
再
軍
備
に
は
法
的
正
統
性
が
あ

る
と
は
言
い
難
く
、
戦
前
・
戦
中
の
経
験
か
ら
日
本
に
警
戒
心
を
抱
く
極
東
諸
国
お
よ
び
平
和
主
義
を
志
向
す
る
日
本
が
、
そ
れ
を

許
容
す
る
と
は
考
え
に
く
か
っ
た
。
ま
た
、
再
軍
備
が
日
本
経
済
を
圧
迫
し
、
社
会
不
安
や
政
治
不
安
、
さ
ら
に
は
共
産
化
を
引
き

起
こ
す
可
能
性
も
あ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
再
軍
備
に
よ
っ
て
日
本
が
再
度
軍
事
大
国
に
な
る
と
い
う
対
日
封
じ
込
め
戦
略
上
の

リ
ス
ク
で
あ
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
も
こ
れ
を
危
惧
し
て
い
た）

3
（

。
し
か
し
七
月
中
旬
、
国
務
省
は
再
軍
備
へ
と
舵
を
切
る
。

　

そ
の
先
頭
に
立
っ
た
の
は
、
四
月
か
ら
国
務
長
官
特
別
顧
問
と
し
て
対
日
講
和
問
題
を
主
管
し
て
い
た
ダ
レ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

七
月
一
八
日
か
ら
二
〇
日
に
か
け
て
執
筆
し
た
覚
書
に
お
い
て
、
要
旨
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
ソ
連
が
日
本
と
西
独
の
人
的
資
源
と

工
業
力
を
吸
収
し
て
国
力
を
増
大
さ
せ
れ
ば
、
米
国
と
の
戦
争
に
勝
利
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
ソ
連
が
日
独
の
獲
得
を
狙
っ
て

い
る
と
考
え
る
の
は
賢
明
で
あ
り
、「
日
本
に
関
し
て
言
え
ば
、〔
北
〕
朝
鮮
の
攻
撃
は
そ
の
端
緒
な
の
か
も
し
れ
な
い
」。
米
国
が

朝
鮮
戦
争
に
拘
泥
し
て
日
本
関
連
の
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
、「
我
々
は
朝
鮮
で
得
ら
れ
る
よ
り
も
多
く
の
も
の
を
日
本
で
喪
失

し
う
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
講
和
を
進
め
る
と
と
も
に
、
日
本
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
米
国
か
ら
遠
く
ソ
連
に
近

接
す
る
日
本
の
防
衛
を
日
本
自
ら
の
支
援
が
な
い
ま
ま
に
行
お
う
と
す
れ
ば
、
米
国
は
膨
大
な
負
担
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
再
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軍
備
に
は
リ
ス
ク
が
伴
う
が
、
そ
れ
ら
は
、
東
西
間
の
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
左
右
す
る
日
本
を
防
衛
不
能
な
ま
ま
放
置
す
る
こ
と

に
伴
う
リ
ス
ク
よ
り
は
危
険
で
は
な
い
―
―）

4
（

。
ダ
レ
ス
は
、
米
国
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
ソ
連
の
侵
攻
か
ら
日
本
を
防
衛
す
る
と
い

う
軍
事
的
な
封
じ
込
め
戦
略
に
基
づ
き
、
再
軍
備
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

ダ
レ
ス
の
主
張
は
、
省
内
の
支
持
を
得
る
。
彼
の
補
佐
を
務
め
る
ア
リ
ソ
ン
北
東
ア
ジ
ア
部
長
は
、
占
領
軍
が
朝
鮮
半
島
に
出
撃

し
た
結
果
、
日
本
の
国
内
治
安
部
隊
の
強
化
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
と
主
張
し
て
い
た）

5
（

。
同
時
に
同
部
内
で
は
、「
遠
く
な
い
時

期
に
日
本
が
自
ら
の
防
衛
の
責
任
の
一
部
を
担
う
」
こ
と
が
不
可
避
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
も
示
さ
れ
て
い
た）

6
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ダ
レ

ス
に
上
記
覚
書
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
た
ア
リ
ソ
ン
は
、
一
切
異
議
を
挟
ま
な
か
っ
た）

7
（

。
ダ
レ
ス
か
ら
覚
書
を
受
け
と
っ
た

ニ
ッ
ツ
ェ
を
長
と
す
る
政
策
企
画
室
も
、
治
安
部
隊
の
強
化
を
推
奨
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
再
軍
備
は
不
可
欠
と
な
っ
た
と
論
じ

て
い
る
。
ニ
ッ
ツ
ェ
は
、
こ
れ
を
結
論
と
す
る
政
策
企
画
室
の
覚
書
を
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
の
下
へ
と
送
付
し
た）

（
（

。
こ
の
頃
の
国
務

省
で
日
本
再
軍
備
に
反
対
し
た
の
は
、
政
策
企
画
室
長
か
ら
同
省
参
事
官
に
転
じ
て
い
た
ケ
ナ
ン
だ
け
だ
っ
た）

（
（

。

　

ア
チ
ソ
ン
が
対
日
講
和
の
推
進
と
い
う
点
で
ダ
レ
ス
に
同
意
し
た
の
は
確
実）

（1
（

だ
が
、
日
本
再
軍
備
に
関
す
る
彼
の
立
場
は
明
ら
か

で
は
な
い
。
一
方
で
、
ア
チ
ソ
ン
が
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
彼
は
七
月
末
ま
で
に
、
西
独
再
軍
備
の
推
進

を
決
意
し
て
い
た
。
こ
の
決
断
を
促
し
た
の
は
、
マ
ク
ロ
イ
駐
独
高
等
弁
務
官
か
ら
の
次
の
よ
う
な
上
申
だ
っ
た
。
米
国
が
西
独
再

軍
備
へ
と
動
き
出
さ
ね
ば
、
軍
事
的
に
も
政
治
的
に
も
西
独
を
失
い
か
ね
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
米
国
が
活
用
で
き
た
は
ず
の
、
ド

イ
ツ
人
と
い
う
「
最
も
価
値
あ
る
予
備
兵
力
」
を
ソ
連
が
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
―
―）

（（
（

。
同
じ
観
点
か
ら
日
本
再
軍
備
の
必
要
性
を

説
く
ダ
レ
ス
の
主
張
に
、
ア
チ
ソ
ン
が
賛
同
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
ア
チ
ソ
ン
は
少
な
く
と
も
七
月
中

に
は
、
日
本
再
軍
備
の
推
進
を
決
め
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
八
月
三
日
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
国
防
長
官
・
ハ
リ
マ
ン
大

統
領
特
別
顧
問
と
の
船
上
夕
食
会
に
お
い
て
、
西
独
再
軍
備
を
既
定
路
線
と
し
て
話
を
進
め
る
一
方
、
日
本
再
軍
備
に
つ
い
て
は

「
我
々
は
ひ
と
ま
ず
の
と
こ
ろ
、
七
万
五
千
人
の
中
央
警
察
〔
警
察
予
備
隊
〕
に
満
足
し
て
い
る
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
た）

（1
（

。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
省
と
し
て
の
決
定
と
い
う
形
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
国
務
省
で
日
本
再
軍
備
の
必
要
性
が
論
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
し
ば
し
ば
、
講
和
の
遅
れ
に
伴
う
日
本
の
反
米
化
・
共
産
化
を
恐
れ
た
国
務
省
は
、

講
和
を
促
進
す
る
た
め
に
、
そ
の
延
期
を
主
張
す
る
国
防
総
省
へ
の
妥
協
と
し
て
再
軍
備
を
渋
々
容
認
し
た
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ

る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
国
務
省
内
の
方
針
転
換
は
自
発
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
明
確
な
動
き
に
限
れ
ば
、
そ
れ
は
次
節
で

見
る
国
防
総
省
内
の
方
針
転
換
に
先
ん
じ
て
い
た
。
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
後
、
米
国
社
会
で
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
中
心
に
、
日
本
再

軍
備
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
た）

（1
（

。

　

こ
う
し
た
中
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
事
務
局
と
参
事
官
が
日
本
再
軍
備
の
方
針
を
提
示
し
た
。
七
月
二
九
日
に
策
定
さ
れ
た
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／

一
「
朝
鮮
事
態
に
関
わ
る
ソ
連
の
行
動
に
つ
い
て
の
米
国
の
立
場
と
行
動
」
が
、
日
本
の
治
安
部
隊
の
さ
ら
な
る
強
化
を
明
記
す
る

と
と
も
に
、
近
い
将
来
に
お
け
る
再
軍
備
の
実
施
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
は
「
自
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
、
お
よ

び
極
東
に
お
け
る
米
国
の
防
衛
態
勢
に
寄
与
す
る
た
め
の
日
本
の
能
力
が
強
化
さ
れ
る
」
こ
と
を
確
実
に
す
る
手
段
を
講
じ
る
べ
き

で
あ
る
、
と
。
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
は
西
独
再
軍
備
の
方
針
も
記
し
て
お
り
、
日
独
の
再
軍
備
は
「
ソ
連
に
よ
る
、
あ
る
い
は
ソ
連
に

指
示
さ
れ
た
攻
撃
的
行
動
に
対
処
す
る
た
め
の
、
近
い
将
来
に
お
け
る
潜
在
的
措
置
」
の
一
部
と
位
置
づ
け
ら
れ
た）

（1
（

。

（
二
）
方
針
転
換
の
論
理

　

以
上
の
方
針
転
換
の
前
提
に
は
、
次
な
る
戦
争
の
影
が
あ
っ
た
。
日
本
再
軍
備
へ
と
舵
を
切
っ
た
国
務
省
で
は
、
前
記
ダ
レ
ス
覚

書
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
朝
鮮
戦
争
は
ソ
連
の
さ
ら
な
る
軍
事
拡
張
の
端
緒
だ
と
い
う
見
方
が
広
が
っ
て
い
た
。
他
方
、
再
軍
備

に
反
対
し
た
ケ
ナ
ン
は
、
朝
鮮
戦
争
は
ソ
連
の
恐
怖
心
を
反
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
次
の
侵
攻
や
戦
争
の
決
意
を
示
唆
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
省
内
主
流
の
見
方
に
異
議
を
唱
え
た
。
彼
が
起
草
し
た
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
に
も
こ
の
見
立
て
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、

米
国
の
行
動
に
関
す
る
部
分
が
未
完
成
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
日
本
再
軍
備
に
関
す
る
記
述
は
な
か
っ
た）

（1
（

。
こ
れ
に
対
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し
、
日
本
再
軍
備
の
方
針
を
記
し
た
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
は
、
朝
鮮
戦
争
は
「
世
界
戦
争
に
向
け
た
ソ
連
の
計
画
の
第
一
段
階
」
と
も

解
釈
で
き
る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
は
、
ソ
連
が
世
界
戦
争
で
は
な
い
に
せ
よ
衛
星
国
や
配
下
の
勢
力
を
用

い
た
軍
事
侵
攻
を
続
発
さ
せ
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
洗
脳
し
た
日
本
人
抑
留
者
を
用
い
た
「
日
本
へ
の
侵
略
あ
る
い
は
浸
透
」
を
行

う
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。
日
本
再
軍
備
は
、
米
国
の
負
担
を
最
小
化
し
つ
つ
世
界
戦
争
や
対
日
侵
攻
に
備
え
る
、
軍
事
的
な
対

ソ
封
じ
込
め
の
手
段
と
し
て
急
浮
上
し
た
の
だ
っ
た
。

　

朝
鮮
戦
争
の
勃
発
は
、
冷
戦
戦
略
上
の
リ
ス
ク
―
―
日
本
や
極
東
諸
国
の
反
発
と
離
反
―
―
と
い
う
再
軍
備
を
抑
制
し
て
き
た
要

因
を
弱
め
る
効
果
も
有
し
て
い
た
。
ま
ず
、
日
本
の
反
対
に
関
し
ダ
レ
ス
は
、
戦
争
勃
発
に
よ
っ
て
「
戦
後
の
茫
然
自
失
」
の
状
態

に
あ
っ
た
日
本
が
覚
醒
し
て
「
自
由
世
界
の
一
員
と
し
て
の
責
任
」
を
自
覚
す
る
、
と
い
う
見
通
し
を
示
し
た）

（1
（

。
こ
こ
に
は
、
再
軍

備
を
志
向
す
る
日
本
人
の
動
向
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
作
用
し
て
い
よ
う）

（1
（

。
極
東
諸
国
の
反
発
に
つ
い
て
は
、
戦
争

勃
発
に
よ
っ
て
共
産
陣
営
に
対
す
る
警
戒
心
が
強
ま
る
一
方
、
対
日
警
戒
は
和
ら
ぐ
と
い
う
見
方
が
強
ま
っ
た）

（1
（

。
実
際
に
こ
の
頃
、

経
済
的
・
軍
事
的
な
制
限
を
講
和
条
約
に
書
き
込
ま
な
い
寛
大
な
対
日
講
和
へ
の
賛
意
が
、
豪
州
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
国
務
省

で
は
熱
戦
勃
発
の
影
響
で
、
冷
戦
戦
略
に
基
づ
く
慎
重
姿
勢
が
軍
事
戦
略
に
基
づ
く
積
極
姿
勢
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
法
的
正
統
性
の
問
題
を
抱
え
る
再
軍
備
へ
の
日
本
や
極
東
諸
国
の
反
対
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
米
国

か
ら
の
離
反
と
い
う
リ
ス
ク
が
霧
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
え
て
、
米
国
政
府
に
も
軍
事
大
国
日
本
の
再
興
に
対
す
る
不
安
感
が

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
に
対
処
し
つ
つ
再
軍
備
を
進
め
る
た
め
、
国
務
省
は
、
日
本
軍

0

0

0

を
再
建
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
人
部

0

0

0

0

隊0

を
「
国
際
的
な
軍
隊
」
の
一
部
に
組
み
入
れ
る
方
針
を
考
案
す
る
。
そ
の
具
体
策
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。

第
一
に
、
ダ
レ
ス
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
選
出
し
た
司
令
官
の
指
揮
す
る
国
連
軍
に
日
本
人
部
隊
を
組
み
入
れ
る
方
式
を
着
想
し

た
）
1（
（

。
第
二
に
、
政
策
企
画
室
は
、
米
軍
を
中
心
と
す
る
占
領
軍
の
中
に
日
本
人
部
隊
を
組
み
入
れ
る
方
式
を
提
案
し
た
。
そ
の
一
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
米
国
人
司
令
官
の
下
で
米
国
旗
を
掲
げ
た
艦
艇
や
航
空
機
を
日
本
人
に
運
用
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た）

11
（

。
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日
本
人
部
隊
を
国
際
的
な
軍
隊
の
一
部
と
す
る
こ
と
で
、
復
活
す
る
日
本
の
軍
事
力
を
統
御
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
法
的
正
統
性

を
確
保
し
て
日
本
国
内
外
か
ら
の
反
発
を
緩
和
す
る
と
い
う
発
想
は
、
同
時
期
に
検
討
さ
れ
て
い
た
西
独
再
軍
備
か
ら
着
想
を
得
て

い
た
。
国
務
省
は
、
西
独
軍
の
再
建
で
は
な
く
、
西
独
人
部
隊
を
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
（
北
大
西
洋
条
約
機
構
）
の
下
で
新
設
す
る
「
欧
州
防

衛
軍
」
に
他
国
の
部
隊
と
と
も
に
組
み
入
れ
る
方
式
を
志
向
し
た
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
再
興
を
強
く
警
戒
し
て
い
た
ト
ル
ー
マ
ン

も
、
こ
の
方
式
に
賛
同
し
て
い
た）

11
（

。
こ
の
方
針
が
国
務
省
内
で
固
ま
っ
た
の
は
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
再

軍
備
に
関
す
る
ダ
レ
ス
と
ニ
ッ
ツ
ェ
の
構
想
が
こ
れ
を
参
考
に
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い）

11
（

。
な
お
、
第
四
節
で
見
る
よ
う
に
、
国

防
総
省
は
西
独
国
軍
を
再
建
し
た
上
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
指
揮
下
に
置
く
方
式
を
推
奨
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
日
本
再
軍
備
に
も
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
。二　

国
防
総
省
の
不
決
断

（
一
）
国
防
総
省
内
の
推
進
論

　

国
務
省
の
方
針
転
換
と
相
前
後
し
て
、
国
防
総
省
内
で
も
日
本
再
軍
備
を
進
め
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
高
ま
っ
た
。
国
防
総
省

で
は
、
早
く
も
四
六
年
に
は
日
本
再
軍
備
に
前
向
き
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
四
九
年
末
に
な
る
と
消
極
的
な
立
場
が
大
勢
と

な
っ
て
い
た
。
国
務
省
の
場
合
と
同
様
、
再
軍
備
が
日
本
と
極
東
諸
国
の
反
発
・
離
反
を
招
く
冷
戦
戦
略
上
の
リ
ス
ク
や
、
再
軍
備

が
日
本
の
再
軍
事
大
国
化
を
招
く
対
日
封
じ
込
め
戦
略
上
の
リ
ス
ク
が
懸
念
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
国
防
総
省
は
、
日
本
再

軍
備
が
ソ
連
の
警
戒
心
を
煽
っ
た
り
、
日
米
と
ソ
連
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
、
ソ
連
の
対
日
攻
撃
を
招
く
可
能
性
を

危
惧
し
て
い
た
。
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
へ
の
配
慮
で
あ
る）

11
（

。
し
か
し
五
〇
年
七
月
下
旬
に
な
る
と
、
国
防
総
省
内
で
は
再
軍
備
推

進
論
が
再
燃
す
る
。
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そ
の
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
の
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
（
総
合
参
謀
本
部
）
の
下
部
機
構
で
あ
る
Ｊ
Ｓ
Ｓ
Ｃ
（
統
合
戦
略
調
査
委
員
会
）
だ
っ
た
。

七
月
三
一
日
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
か
ら
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
の
検
討
を
依
頼
さ
れ
た
Ｊ
Ｓ
Ｓ
Ｃ
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
方
針
よ
り
も
一
層
強
硬
な

立
場
を
示
し
た
。
曰
く
、
米
国
は
、
世
界
規
模
で
の
共
産
主
義
の
拡
大
と
い
う
ク
レ
ム
リ
ン
の
目
標
と
、
増
強
の
一
途
を
た
ど
る
ソ

連
の
軍
事
力
に
直
面
し
て
い
る
。「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
府
の
タ
イ
プ
、
人
種
や
宗
教
と
は
関
係
な
く
、
ク
レ
ム
リ
ン
の
脅
威
へ
の

軍
事
的
対
抗
措
置
に
寄
与
す
る
意
志
と
能
力
を
持
っ
た
国
々
と
人
々
を
集
結
さ
せ
る
た
め
に
、
米
国
が
先
導
的
役
割
を
担
う
時
が
き

た
」。
利
用
可
能
な
す
べ
て
の
軍
事
力
を
使
わ
ず
し
て
、
米
国
の
安
全
を
危
殆
に
さ
ら
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
特
に
活
用
す
べ
き

は
、「
再
武
装
さ
れ
た
場
合
の
西
独
と
日
本
の
軍
事
的
潜
在
力
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
内
治
安
と
防
衛

の
能
力
が
「
強
化
さ
れ
る
」
の
を
確
実
に
す
べ
き
と
い
う
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
の
方
針
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
防
衛
能
力
が
「
急
速

に
開
発
さ
れ
る
」
こ
と
を
確
実
に
す
べ
き
と
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
―
―）

11
（

。

　

確
証
は
な
い
が
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
と
し
て
も
、
Ｊ
Ｓ
Ｓ
Ｃ
の
再
転
換
に
異
論
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
七
月
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
内
で
は
対
ソ
中

期
戦
争
計
画
「
リ
ー
パ
ー
」
の
策
定
作
業
が
始
ま
っ
て
お
り
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｃ
（
統
合
戦
略
計
画
委
員
会
）
は
そ
の
作
業
前
提
に
対
す
る

Ｊ
Ｃ
Ｓ
の
承
認
を
求
め
た
。
こ
の
作
業
前
提
に
は
、「
五
四
年
ま
で
に
、
日
本
と
西
独
に
お
い
て
現
地
の
軍
隊
が
創
設
・
訓
練
・
装

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
七
月
二
〇
日
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
こ
の
前
提
を
承
認
す
る）

11
（

。
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
、
五
四
年
時
点
で
日
本

が
軍
事
組
織
を
配
備
し
て
い
る
こ
と
を
戦
争
計
画
に
含
め
た
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
そ
の
た
め
に
年
単
位
の
時
間
が
必
要
な
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
近
い
将
来
に
日
本
再
軍
備
に
着
手
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
、
ブ
ラ
ッ
ド

レ
ー
Ｊ
Ｃ
Ｓ
議
長
は
七
月
一
二
日
ま
で
再
軍
備
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た）

11
（

。
だ
が
、
下
部
機
構
か
ら
の
提
起
を
受
け
、
七
月
末

ま
で
に
Ｊ
Ｃ
Ｓ
が
再
軍
備
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

　

国
務
省
の
場
合
と
同
様
、
国
防
総
省
内
の
方
針
転
換
に
も
、
軍
事
的
な
対
ソ
封
じ
込
め
戦
略
の
重
要
性
の
高
ま
り
が
影
響
し
て
い

た
。
国
防
総
省
は
四
六
年
に
日
本
再
軍
備
を
着
想
し
て
以
来
一
貫
し
て
、
再
建
さ
れ
た
日
本
軍
は
、
米
ソ
戦
争
の
際
に
日
本
を
防
衛
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す
る
に
あ
た
り
、
ソ
連
の
軍
事
的
脅
威
を
一
定
程
度
相
殺
し
え
る
と
考
え
て
い
た
（
第
三
節
で
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
米
軍
の

負
担
が
軽
減
さ
れ
、
そ
の
戦
力
を
西
欧
へ
と
再
配
備
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
た）

11
（

）。
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
後
、

こ
れ
は
ソ
連
が
他
地
域
で
の
侵
攻
や
戦
争
を
決
意
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
ケ
ナ
ン
が
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七

三
で
示
し
た
見
立
て
に
異
議
を
唱
え
た
。
Ｊ
Ｃ
Ｓ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ソ
連
と
そ
の
配
下
の
勢
力
が
世
界
戦
争
や
次
な
る
侵
攻
を
引
き

起
こ
す
可
能
性
は
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た）

11
（

。
朝
鮮
戦
争
勃
発
に
よ
っ
て
世
界
戦
争
や
対
日
侵
攻
の
現
実
味
が
増
し
た

た
め
、
日
本
再
軍
備
の
必
要
性
が
急
激
に
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

朝
鮮
戦
争
勃
発
の
影
響
で
、
国
防
総
省
が
重
視
し
て
き
た
日
本
再
軍
備
の
抑
制
要
因
も
相
対
的
に
小
さ
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
が
言
う
よ
う
に
ソ
連
が
さ
ら
な
る
侵
攻
や
戦
争
を
決
意
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ソ
連
と
の
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ

の
発
生
に
配
慮
す
る
必
要
性
は
も
は
や
な
く
な
る
。
日
本
再
軍
備
の
有
無
と
は
無
関
係
に
、
ソ
連
の
拡
張
行
動
が
起
こ
り
う
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
国
務
省
と
同
様
に
国
防
総
省
で
も
、
再
軍
備
に
伴
う
日
本
や
極
東

諸
国
の
反
対
・
離
反
と
い
う
冷
戦
戦
略
上
の
リ
ス
ク
へ
の
配
慮
が
熱
戦
勃
発
を
受
け
て
後
退
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い）

1（
（

。

第
三
節
で
見
る
よ
う
に
、
国
防
総
省
は
極
東
諸
国
の
反
対
と
日
本
の
再
軍
事
大
国
化
の
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
、
米
国
に
統
制
さ

れ
た
限
定
的
な
日
本
再
軍
備
を
思
い
描
い
て
い
た
。

（
二
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
反
対
と
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
四

　

し
か
し
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
シ
リ
ー
ズ
で
日
本
再
軍
備
が
決
定
事
項
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
過
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
の
は
、
米
極
東
軍
・
連
合
国
軍
・
国
連
軍
司
令
官
を
兼
任
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
だ
っ
た
。
彼
は
、
対
日
講
和
が
俎
上
に
載
っ
た
四

七
年
以
来
一
貫
し
て
再
軍
備
に
反
対
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
主
に
二
つ
の
論
拠
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
日
本
と
極
東
諸
国
の
反

対
と
米
国
か
ら
の
離
反
と
い
う
国
務
省
と
国
防
総
省
が
懸
念
し
て
い
た
冷
戦
戦
略
上
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
国
防
総
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省
が
危
惧
し
て
い
た
ソ
連
と
の
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
で
あ
っ
た
。
再
軍
備
に
対
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
反
対

姿
勢
は
、
五
〇
年
八
月
初
頭
ま
で
継
続
す
る）

11
（

。

　

八
月
二
日
、
陸
軍
省
か
ら
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
へ
の
見
解
を
求
め
ら
れ
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
日
本
再
軍
備
に
猛
反
対
し
た
。
曰
く
、

非
軍
事
化
を
基
軸
と
す
る
占
領
政
策
を
転
換
さ
せ
れ
ば
、
極
東
諸
国
か
ら
の
「
最
も
深
刻
か
つ
大
規
模
な
反
発
」
を
招
く
。
反
軍
感

情
を
抱
く
日
本
人
か
ら
の
「
最
も
暴
力
的
な
反
応
」
を
生
じ
さ
せ
、「
日
本
人
を
急
速
か
つ
完
全
に
米
国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
か
ら

離
反
さ
せ
る
」
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
加
え
て
日
本
の
再
軍
備
は
、「
ソ
連
に
よ
る
対
日
軍
事
占
領
の
試
み
を
正
当
化
す
る
口
実
」
を

与
え
か
ね
な
い
―
―
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
朝
鮮
戦
争
と
い
う
熱
戦
の
指
揮
を
執
っ
て
い
た
が
、
彼
の
再
軍
備
反
対
論
は
そ
れ
ま
で
と

同
様
、
冷
戦
戦
略
上
の
考
慮
と
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
へ
の
配
慮
を
根
拠
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
同
じ
理
由
か
ら
日
本
の

治
安
部
隊
の
強
化
に
も
反
対
し
、
警
察
予
備
隊
の
創
設
で
十
分
だ
と
断
じ
た
。
そ
し
て
陸
軍
省
に
対
し
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
の
「
非

現
実
的
か
つ
危
険
」
な
方
針
を
棄
却
す
る
よ
う
強
く
要
求
す
る）

11
（

。

　

こ
の
背
景
に
は
、
ソ
連
の
拡
張
意
志
は
限
定
的
で
あ
り
、
ソ
連
は
抑
止
可
能
な
相
手
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

は
、
ソ
連
は
北
朝
鮮
を
支
援
し
て
い
る
も
の
の
、
戦
争
に
介
入
す
る
意
図
は
な
く
、
米
国
と
の
全
面
戦
争
を
行
う
決
意
も
な
い
と
判

断
し
て
い
た）

11
（

。
彼
は
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
が
ソ
連
の
対
日
侵
攻
の
際
に
用
い
ら
れ
る
と
想
定
し
た
「
日
本
を
侵
略
し
う
る
日
本
軍
」

―
―
洗
脳
さ
れ
た
抑
留
者
部
隊
―
―
は
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
所
見
も
示
し
て
い
る）

11
（

。
こ
う
し
た
見
方
は
、
日
本
再
軍
備

に
反
対
し
た
ケ
ナ
ン
の
見
立
て
と
同
様
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
国
務
省
や
Ｊ
Ｃ
Ｓ
な
ど
の
見
解
と
は
異
な
っ
て

い
た
。
加
え
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
四
九
年
秋
以
降
、
米
国
が
日
本
を
防
衛
す
る
決
意
を
明
確
に
し
た
上
で
日
本
に
米
軍
を
駐
留
さ

せ
れ
ば
、
ソ
連
の
対
日
侵
攻
は
抑
止
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
仕
掛
け
線
」
論
を
展
開
し
て
い
た）

11
（

。
ソ
連
が
米
軍
の
存
在
に

よ
っ
て
抑
止
さ
れ
、
軍
事
拡
張
を
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
冷
戦
戦
略
と
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
の
面
で
リ
ス
ク
を
抱
え
る
日
本
再

軍
備
は
不
要
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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翌
八
月
三
日
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｓ
Ｃ
に
よ
る
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
の
修
正
版
か
ら
、
日
本
の
再
軍
備
と
治
安
部
隊
強
化
に
関
す
る

部
分
を
削
除
し
た
。
七
月
一
二
日
ま
で
再
軍
備
に
慎
重
姿
勢
を
示
し
て
い
た
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
が
、
そ
れ
を
堅
持
し
た
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
。
だ
が
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
七
月
二
〇
日
、
日
本
軍
の
存
在
を
戦
争
計
画
の
前
提
と
す
る
決
定
を
下
し
て
い
た
。
ま
た
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ

は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
要
求
ど
お
り
、
再
軍
備
だ
け
で
は
な
く
治
安
部
隊
強
化
に
関
す
る
記
述
も
削
除
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
鑑
み
る

と
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
が
再
軍
備
関
連
の
記
述
を
削
除
し
た
こ
と
に
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
向
が
作
用
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
実
際
、

八
月
三
日
に
Ｊ
Ｃ
Ｓ
に
よ
る
修
正
版
を
Ｎ
Ｓ
Ｃ
に
提
出
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
国
防
長
官
は
、
こ
れ
は
予
備
隊
よ
り
も
強
力
な
組
織
を
欲

し
て
い
な
い
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
向
を
汲
ん
だ
も
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
現
地
司
令
官
の
見
解
を
重
ん
じ
る
米
軍
の
伝
統
が
、
日

本
再
軍
備
の
決
定
を
阻
ん
だ
の
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
国
務
省
内
で
は
日
本
再
軍
備
に
向
け
た
動
き
が
生
じ
て
い
た
が
、

ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
は
同
日
の
船
上
夕
食
会
に
お
い
て
、
予
備
隊
創
設
で
ひ
と
ま
ず
満
足
し
て
い
る
と
し
て
国
防
総
省
の
方
針
に
理

解
を
示
し
た
。
か
く
し
て
、
作
業
方
針
と
し
て
採
択
さ
れ
る
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
四
は
、
日
本
再
軍
備
に
つ
い
て
沈
黙
す
る）

11
（

。

三　

国
防
総
省
の
決
定

（
一
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
転
換

　

八
月
三
日
に
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
シ
リ
ー
ズ
か
ら
日
本
再
軍
備
に
関
す
る
記
述
が
消
え
た
直
後
、
そ
れ
を
推
進
す
る
動
き
が
生
じ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
八
月
六
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
、
極
東
情
勢
を
協
議
す
る
た
め
に
大
統
領
特
使
と
し
て
訪
日
し
た
ハ
リ
マ
ン
お
よ

び
同
行
し
た
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
陸
軍
副
参
謀
長
ら
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。
警
察
予
備
隊
は
、
陸
軍
式
の
四
個
師
団
編

成
と
な
る
予
定
で
あ
る
。
現
在
の
装
備
は
小
火
器
の
み
だ
が
、
日
本
防
衛
の
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
れ
ば
、
予
備
隊

を
重
装
備
化
し
て
軍
隊
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。「
日
本
人
は
自
ら
の
防
衛
を
進
め
る
用
意
を
十
分
に
で
き
て
い
る
」。
米
国
が
装
備
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を
貸
与
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
が
、
日
本
は
軍
の
維
持
管
理
も
で
き
る
だ
ろ
う
―
―）

11
（

。
こ
こ
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
長
ら
く
反
対
し
続

け
て
き
た
日
本
再
軍
備
を
容
認
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
立
場
を
転
換
さ
せ
た
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
決
定
的
な
史
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
周
辺

史
料
や
状
況
証
拠
に
依
拠
し
て
、
本
稿
の
視
座
と
関
連
す
る
二
つ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。
第
一
に
、
冷
戦
戦
略
上
の
リ
ス

ク
が
低
下
し
た
可
能
性
で
あ
る
。
右
に
あ
る
よ
う
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
日
本
人
に
は
再
軍
備
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
と
断
言

し
て
い
た
。
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
、
日
本
人
の
間
で
再
軍
備
を
主
張
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
た
の
は
第
一
節
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
が
軍
の
維
持
管
理
も
で
き
る
と
い
う
発
言
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
日
本
経
済
は
再
軍
備
に
伴
う
負
担
に
堪
え
ら
れ
る
と

い
う
判
断
に
傾
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
が
言
及
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
再
軍
備
容
認
の
背
景
に
、
戦
争
勃
発

に
伴
っ
て
極
東
諸
国
の
反
対
が
弱
ま
る
と
い
う
見
立
て
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
再
軍
備
を
限
定
的
な
も
の
に
す
れ
ば
、
日
本
人
の
反
対
を
最
小
化
で
き
る
と
も
考
え
て
い
た
。
ハ
リ
マ
ン
ら

と
の
会
談
で
彼
は
、
空
軍
や
海
軍
に
つ
い
て
は
後
日
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
、「
列
島
外
で
の
攻
撃
能
力
を
備
え
た
軍
隊
の
発

展
」
は
日
本
人
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
許
可
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。
彼
は
以
前
、
日
本
が
陸
軍
を
再

保
有
す
る
際
に
は
、
そ
れ
は
「
旧
軍
閥
」
に
よ
っ
て
「
旧
来
の
方
式
」
で
運
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
民
主
的
陸
軍
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
も
論
じ
て
い
た）

11
（

。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
本
の
反
発
を
和
ら
げ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
再
建
さ
れ
る
日
本
軍
を
防
御
的

性
質
の
陸
軍
に
限
定
し
、
そ
れ
を
文
民
統
制
な
ど
の
米
国
方
式
で
運
用
す
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、

国
務
省
も
、
日
本
そ
し
て
極
東
諸
国
へ
の
配
慮
か
ら
、
日
本
の
軍
事
力
へ
の
統
制
手
段
を
講
じ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
冷
戦
戦
略
上
の
リ
ス
ク
と
い
う
抑
制
要
因
が
低
下
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
方
針
転
換

の
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
彼
が
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
に
反
発
し
た
八
月
二
日
か
ら
八
日
ま
で
の
短
期
間
に
方
針
を
転
換
し
た

タ
イ
ミ
ン
グ
の
問
題
も
残
る
。
そ
こ
で
次
に
、
彼
が
日
本
再
軍
備
の
軍
事
戦
略
上
の
必
要
性
を
受
容
し
た
と
い
う
第
二
の
可
能
性
を
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検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
朝
鮮
戦
争
を
戦
う
過
程
で
、
ソ
連
は
対
日
侵
攻
を
決
意
し
て
い
る
と
い
う
判
断
に
傾

き
、
そ
れ
に
備
え
る
た
め
に
再
軍
備
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
は
低
い
。
彼
は
ハ
リ
マ
ン
ら
と
の
会
談
で
も
、
ソ
連
に
は
朝

鮮
戦
争
に
介
入
す
る
意
志
も
米
国
と
戦
争
す
る
意
志
も
な
い
、
と
い
う
見
立
て
を
明
ら
か
に
し
て
い
た）

1（
（

。

　

他
方
、
日
本
再
軍
備
に
よ
っ
て
世
界
戦
争
の
勃
発
時
に
米
軍
の
戦
力
不
足
を
補
う
と
い
う
よ
り
長
期
的
な
軍
事
戦
略
上
の
考
慮
を
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
間
接
的
に
せ
よ
受
け
入
れ
た
可
能
性
は
低
く
な
い
。
七
月
半
ば
、
彼
は
朝
鮮
戦
争
で
の
反
転
攻
勢
・
勝
利
と
そ
の

後
の
朝
鮮
占
領
を
念
頭
に
、
陸
軍
四
個
師
団
を
極
東
に
増
派
す
る
よ
う
ワ
シ
ン
ト
ン
に
要
求
し
た
。
既
に
、
米
本
土
か
ら
の
一
個
師

団
増
派
も
決
ま
っ
て
お
り
、
日
本
占
領
に
あ
た
っ
て
い
た
四
個
師
団
（
う
ち
三
個
師
団
が
朝
鮮
半
島
に
出
撃
）
と
合
わ
せ
て
、
五
個
師

団
が
極
東
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
後
全
十
個
師
団
に
ま
で
縮
小
さ
せ
ら
れ
た
陸
軍
は
戦
力
不
足
に
喘
い
で

お
り
、
極
東
へ
の
追
加
増
派
を
行
え
ば
米
国
の
世
界
規
模
で
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
影
響
が
出
る
こ
と
は
必
至
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

国
防
総
省
に
と
っ
て
、
四
個
師
団
の
増
派
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
難
題
を
協
議
す
る
た
め
、
八
月
六
日
か

ら
八
日
の
ハ
リ
マ
ン
の
訪
日
に
は
、
コ
リ
ン
ズ
陸
軍
参
謀
総
長
の
意
を
受
け
て
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
が
同
行
し
て
い
た
の
だ
っ
た）

11
（

。

　

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
日
本
再
軍
備
を
容
認
し
た
の
は
、
そ
の
協
議
の
最
中
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
当
座
の
一
個
師
団

の
増
派
と
い
う
妥
協
案
を
提
示
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
増
派
を
要
望
し
な
が
ら
日
本
再
軍
備
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
得
策
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
国
防
総
省
、
特
に
陸
軍
省
は
数
年
来
、
日
本
再
軍
備
に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
し
か
も
日
本
再
軍
備
に
は
、

世
界
戦
争
の
勃
発
時
に
、
在
極
東
米
軍
の
負
担
を
軽
減
し
、
そ
の
戦
力
を
西
欧
に
再
配
備
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
役
割
が
期
待
さ

れ
て
い
た
。
国
防
総
省
の
構
想
に
は
、
世
界
規
模
で
の
米
軍
の
戦
力
不
足
の
緩
和
と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。
ワ

シ
ン
ト
ン
か
ら
見
れ
ば
、
米
軍
の
増
派
を
求
め
な
が
ら
そ
の
戦
力
不
足
の
緩
和
手
段
で
あ
る
日
本
再
軍
備
に
反
対
す
る
と
い
う
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
の
行
動
は
、
許
容
し
が
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
に
関
す
る
や
り
と
り
の
あ
っ
た
八
月
二
日

以
降
、
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
し
、
日
本
再
軍
備
に
関
連
す
る
打
診
が
あ
っ
た
形
跡
は
な
い
。
だ
が
、
彼
は
極
東
へ
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の
米
軍
増
派
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
取
引
材
料
と
し
て
、
陸
軍
省
の
意
を
汲
む
形
で
再
軍
備
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
見

え
る
（
会
談
直
後
の
八
月
一
〇
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
要
求
を
容
れ
、
二
つ
め
と
な
る
一
個
師
団
の
増
派
を
承
認
す
る
）。

（
二
）
Ｊ
Ｃ
Ｓ
、
日
本
再
軍
備
、
米
軍
撤
退

　

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
容
認
を
経
て
、
国
防
総
省
は
日
本
再
軍
備
を
推
進
す
る
立
場
を
明
確
に
す
る
。
八
月
二
二
日
、
ジ
ョ
ン
ソ

ン
国
防
長
官
は
対
日
講
和
に
関
す
る
Ｊ
Ｃ
Ｓ
の
覚
書
を
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
と
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
に
手
交
し
た
。
こ
の
中
で
Ｊ
Ｃ

Ｓ
は
、
早
期
講
和
を
唱
え
る
国
務
省
に
妥
協
す
る
形
で
、
そ
れ
ま
で
頑
な
に
拒
み
続
け
て
き
た
対
日
講
和
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
に
同
意

す
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
、
米
ソ
戦
争
の
帰
結
を
左
右
し
う
る
日
本
の
潜
在
力
を
ソ
連
に
渡
さ
ず
に
米
国
が
活
用
で
き
る
よ
う
に
し

て
お
く
と
い
う
前
提
の
下
、
い
く
つ
か
の
留
保
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、
日
本
の
西
側
志
向
を
維
持
す
る
と
と
も
に

当
面
そ
の
安
全
を
米
国
が
担
保
す
る
、
と
い
う
条
件
が
あ
っ
た
。
具
体
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
講
和
後
の
日
本
に
お
け
る
米

軍
の
駐
留
継
続
で
あ
る）

11
（

。

　

し
か
し
、
米
軍
の
駐
留
は
あ
く
ま
で
短
期
的
な
手
段
で
あ
り
、
日
本
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
長
期
的
方
策
と
し
て
よ
り
重
視

さ
れ
て
い
た
の
は
、
日
本
自
身
の
再
軍
備
で
あ
っ
た
。
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
日
本
は
独
立
国
と
し
て
主
権
国
家
体
系
に

復
帰
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
再
軍
備
を
行
っ
て
「
自
国
の
安
全
と
防
衛
の
全
責
任
」
を
担
う
の
は
、
独
立
国
と
し
て
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
日
本
の
軍
隊
は
、
そ
こ
に
向
け
て
適
切
に
増
強
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
伴
い
、
米
軍
は
国
際
情
勢
を
に
ら
み
つ
つ

「
段
階
的
に
撤
退
す
る
べ
き
」
で
あ
る
。
国
連
は
強
大
な
脅
威
の
前
で
は
庇
護
者
た
り
え
ず
、「
米
国
も
日
本
の
安
全
を
永
遠
に
保
障

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
米
国
が
日
本
に
対
し
て
と
る
行
動
の
す
べ
て
は
、「
再
軍
備
し
、〔
米
国
と
〕
友
好
的
な
、
主
権
国
家
日

本
」
の
創
出
に
向
け
た
中
間
施
策
で
あ
る
べ
き
だ
―
―
。
以
上
に
鑑
み
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
、
日
本
の
再
軍
備
お
よ
び
米
軍
の
段
階
的
撤
退

を
講
和
条
約
に
明
記
す
る
よ
う
要
望
し
た）

11
（

。
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な
ぜ
、
国
防
総
省
は
日
本
の
再
軍
備
の
推
進
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
米
軍
の
撤
退
と
関
連
づ
け
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
の

経
緯
に
鑑
み
る
と
、
国
防
総
省
が
再
軍
備
を
決
め
た
の
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
容
認
に
起
因
す
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
Ｊ
Ｃ
Ｓ
内
で

は
、
朝
鮮
戦
争
に
続
く
軍
事
侵
攻
や
世
界
戦
争
へ
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
お
り
、
七
月
末
ま
で
に
再
軍
備
推
進
論
が
再
燃
し
て
い
た
。

そ
れ
が
政
府
決
定
に
な
る
か
に
見
え
た
が
、
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
た
の
が
現
地
司
令
官
で
あ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
八
月
二
日
の
反
対

だ
っ
た
。
こ
の
壁
が
八
月
六
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
消
滅
し
た
こ
と
で
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
再
軍
備
を
決
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
Ｊ
Ｃ
Ｓ
覚
書
に
明
記
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
た
再
軍
備
は
、
米
国
か
ら
統
制
を
受
け
る
限

定
的
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
防
総
省
は
再
軍
備
を
着
想
し
て
以
来
、
米
国
製
兵
器
を
装
備
し
て
米
軍
に
よ
る
訓
練
・
監

督
を
受
け
る
小
規
模
か
つ
軽
武
装
の
日
本
軍
の
再
建
を
志
向
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
空
軍
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
海
軍
は
考
慮
さ
れ

て
い
た
も
の
の
、
主
軸
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
厳
に
防
御
的
性
格
の
陸
軍
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
に
は
、
日
本
の
再
軍
事
大
国
化

の
可
能
性
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
極
東
諸
国
の
恐
怖
心
を
抑
制
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た）

11
（

。
第
四
節
で
見
る
よ
う
に
、
実
際
に
国

防
総
省
は
、
再
建
さ
れ
る
日
本
軍
を
統
制
す
る
た
め
の
手
段
の
構
築
を
模
索
す
る
。
な
お
、
国
務
省
も
対
日
統
制
を
重
視
し
て
い
た

が
、
そ
れ
が
国
際
的
枠
組
み
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
一
方
、
国
防
総
省
（
お
よ
び
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
）
が
想
定
し
て
い
た
の
は
米
国
に
よ

る
統
制
だ
っ
た
（
こ
ち
ら
も
第
四
節
で
詳
述
）。

　

他
方
、
日
本
再
軍
備
が
米
軍
撤
退
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
在
欧
米
軍
を
増
強
す
る
必
要
性
の
高
ま
り
が
影
響
し
て
い
た
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
、
世
界
規
模
の
全
面
戦
争
も
起
こ
り
う
る
と
い
う
予
測
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
主
流
と

な
っ
て
い
た
。
中
で
も
強
く
懸
念
さ
れ
た
の
は
、
ソ
連
に
よ
る
西
欧
侵
攻
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
在
欧
米
陸
軍
は
西
独
占
領
の
た
め
の

一
個
師
団
の
み
で
あ
り
、
西
側
の
防
衛
態
勢
は
極
め
て
不
十
分
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
独
再
軍
備
を
含
む
西
欧
諸
国
の
戦
力
増
強

や
、
同
盟
国
軍
の
統
合
司
令
部
の
設
置
と
と
も
に
、
米
軍
の
西
欧
増
派
が
急
務
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
増
派
は
、
米
国
の
関
与
に
対

す
る
疑
念
の
払
拭
お
よ
び
西
独
再
軍
備
に
対
す
る
不
安
の
緩
和
を
つ
う
じ
て
、
西
欧
諸
国
の
結
束
を
高
め
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
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七
月
の
段
階
で
は
国
防
総
省
内
に
慎
重
意
見
が
多
か
っ
た
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
八
月
初
頭
に
増
派
を
認
め
、
九
月
に
は
ト
ル
ー
マ
ン

が
増
派
・
西
独
再
軍
備
・
統
合
司
令
部
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
承
認
す
る）

11
（

。

　

極
東
は
、
西
欧
増
派
の
重
要
な
供
給
元
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
極
東
に
は
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
時
点
で
陸
軍
全
十
個
師
団
の
う
ち

四
個
師
団
が
日
本
占
領
の
任
務
に
あ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
後
米
本
土
か
ら
の
二
個
師
団
の
増
派
も
決
ま
っ
た
（
そ
の
二
つ
め
の
増
派

が
承
認
さ
れ
た
の
は
、
前
項
で
見
た
よ
う
に
八
月
一
〇
日
だ
っ
た
）。
西
欧
増
派
の
た
め
に
師
団
新
編
な
ど
の
手
段
も
講
じ
ら
れ
て
い
た

が
、
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
八
月
一
八
日
、
極
東
増
派
分
の
一
部
を
、
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
時
な
い
し
米
ソ
戦
争
の
開
戦
時
に
、
西
欧
に
再
配
備
す

る
と
い
う
方
針
を
決
定
す
る）

11
（

。
Ｊ
Ｃ
Ｓ
は
朝
鮮
戦
争
を
戦
い
つ
つ
も
、
最
大
の
危
険
は
ソ
連
の
西
欧
侵
攻
に
伴
う
欧
州
の
喪
失
に
あ

る
と
考
え
、
極
東
か
ら
の
米
軍
撤
退
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
「
西
欧
第
一

主
義
」
に
は
影
響
を
与
え
て
い
な
か
っ
た）

11
（

。

　

こ
う
し
た
全
般
的
な
軍
事
戦
略
の
中
で
、
日
本
再
軍
備
は
、
在
極
東
米
軍
の
欧
州
配
備
を
促
進
す
る
役
割
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
伴

う
空
白
の
穴
埋
め
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
た
。
既
述
の
と
お
り
、
国
防
総
省
は
、
日
本
再
軍
備
の
着
想
時
か
ら
一
貫
し
て
そ
う
し

た
役
割
を
期
待
し
て
い
た
。
国
防
総
省
か
ら
は
し
ば
し
ば
、
世
界
戦
争
に
お
い
て
は
極
東
よ
り
も
欧
州
の
ほ
う
が
重
要
に
な
る
た
め

在
日
米
軍
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
は
理
に
適
っ
て
お
り
、
日
本
再
軍
備
は
「
可
能
な
限
り
早
い
時
期
に
、
実
施
し
う
る
最
大
の
規
模
で
、

米
陸
軍
が
日
本
か
ら
撤
退
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
声
が
上
が
っ
て
い
た）

11
（

。
こ
う
し
た
考
え
は
五
〇
年
八
月
に
も
継
続

し
て
お
り
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
陸
軍
次
官
補
は
日
本
再
軍
備
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
米
国
の
関
与
が
世
界
規
模
に
広
が
っ
て

い
る
た
め
、
米
国
が
日
本
防
衛
に
十
分
な
戦
力
を
提
供
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
実
際
、
占
領
軍
は
朝
鮮
戦
争
に
出
撃
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
こ
で
の
戦
況
が
好
転
し
た
と
し
て
も
、
世
界
中
で
ソ
連
に
教
唆
さ
れ
た
行
動
が
発
生
し
、
日
本
・
朝
鮮
地
域
で
の
米
軍

戦
力
は
必
要
量
を
下
回
る
可
能
性
が
あ
る
、
と）

1（
（

。
米
国
に
と
っ
て
、
日
本
の
再
軍
備
、
特
に
陸
軍
の
再
建
は
、
世
界
戦
争
に
備
え
た

在
極
東
米
軍
、
特
に
陸
軍
の
西
欧
へ
の
再
配
備
と
い
う
軍
事
戦
略
と
表
裏
一
体
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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四　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一

　

日
本
再
軍
備
と
そ
れ
に
伴
う
駐
留
軍
の
段
階
的
撤
退
を
講
和
条
約
に
明
記
す
る
と
い
う
国
防
総
省
の
要
望
は
、
国
務
省
に
と
っ
て

は
受
け
入
れ
可
能
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
勃
発
に
よ
っ
て
日
本
へ
の
警
戒
心
は
相
対
的
に
弱
ま
る
と
は
い
え
、
再
軍
備

を
明
記
す
れ
ば
、
極
東
諸
国
が
講
和
条
約
の
締
結
に
応
じ
な
い
可
能
性
が
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
か
ら
の
反
発
も
予
想
で
き

よ
う
。
米
軍
撤
退
を
明
記
す
れ
ば
、
極
東
諸
国
の
懸
念
が
一
層
強
ま
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
国
務
省
は
再
軍
備
推
進
に
舵

を
切
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
国
務
省
は
、
講
和
条
約
で
は
、
米
軍
の
駐
留
継
続
を
明
記
し
た
上
で
日
本
の
自
衛
権
を
制
限
す
る
条
項

を
含
め
な
い
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
つ
つ
、
再
軍
備
や
米
軍
撤
退
に
関
連
す
る
規
定
は
、
基
地
に
関
す
る
日
米
協
定
な
ど
の
安

全
保
障
関
連
の
取
極
に
明
記
す
る
の
が
適
切
だ
と
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
を
講
和
条
約
に
さ
え
明
記
し
な
け
れ
ば
、
米
国
の
政
治
的
・

外
交
的
利
益
―
―
す
な
わ
ち
冷
戦
戦
略
―
―
と
矛
盾
し
な
い
形
で
国
防
総
省
の
望
む
結
果
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
国
務
省
の
結

論
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

国
務
・
国
防
両
省
の
見
解
を
基
に
行
わ
れ
た
、
ア
リ
ソ
ン
国
務
省
北
東
ア
ジ
ア
部
長
と
マ
グ
ル
ー
ダ
ー
陸
軍
長
官
特
別
補
佐
官

（
占
領
地
域
担
当
）
の
協
議
の
結
果
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
問
題
に
関
す
る
見
解
が
一
致
し
た
。
そ
し
て
、
対
日
講
和
の
準
備
が
望
ま
し
い

と
い
う
両
省
間
の
合
意
を
記
し
た
大
統
領
宛
の
共
同
覚
書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

11
（

。
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
国

防
長
官
の
署
名
を
得
た
こ
の
覚
書
は
、
五
〇
年
九
月
に
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
「
対
日
講
和
条
約
」
と
し
て
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
裁
可

を
受
け
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
対
日
講
和
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
を
謳
っ
た
上
で
、「
安
全
保
障
上
の
必
要
性
」
と
し
て
、
米
軍
駐
留
を
講
和
条

約
に
記
す
方
針
な
ど
と
と
も
に
、
日
本
再
軍
備
に
関
連
す
る
方
針
を
明
記
し
た
。

　

そ
れ
は
次
の
二
つ
か
ら
な
る
。
第
一
に
、
講
和
条
約
に
は
、
外
部
か
ら
の
攻
撃
に
対
す
る
日
本
の
自
衛
権
お
よ
び
そ
の
行
使
手
段

の
保
持
を
禁
止
す
る
条
項
を
、
一
切
含
め
な
い
。
右
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
行
間
に
は
、
再
軍
備
を
安
全
保
障
関
連
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の
取
極
に
明
記
す
る
と
い
う
方
針
が
含
ま
れ
て
い
た
。
実
際
に
、
マ
グ
ル
ー
ダ
ー
率
い
る
国
防
総
省
の
作
業
部
会
は
、
基
地
に
関
す

る
日
米
協
定
―
―
後
の
日
米
行
政
協
定
―
―
の
草
案
に
「
日
本
の
軍
隊
」
に
関
す
る
条
項
を
設
け
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
第
二
に
、
米
軍

が
一
方
的
に
日
本
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
も
、
将
来
「
安
全
保
障
に
関
す
る
満
足
の
い
く
代
替
取
極
が
締

結
さ
れ
た
際
に
は
、
米
国
が
い
つ
で
も
自
国
の
軍
隊
を
撤
退
で
き
る
」
よ
う
に
し
て
お
く
。
こ
の
米
軍
撤
退
の
方
針
も
、
国
防
総
省

に
よ
る
日
米
協
定
の
草
案
に
記
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
「
代
替
取
極
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、「
十
分
な
日
本
の
防
衛
軍
の

存
在
」
を
前
提
と
し
て
、
日
本
と
極
東
諸
国
の
双
方
に
安
全
を
保
障
す
る
よ
う
な
協
定
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
に
は
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
米
国
政
府
が
決
定
し
た
日
本
再
軍
備
に
は
、
日
本
国
内
外
の
反
対
お
よ
び
日
本

の
再
軍
事
大
国
化
の
可
能
性
を
小
さ
く
す
る
た
め
の
二
重
の
統
制
が
か
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
国
務
省
の
重
視
し

た
国
際
的
な
枠
組
み
に
よ
る
統
制
で
あ
る
。
米
軍
の
撤
退
を
可
能
と
す
る
右
の
「
代
替
取
極
」
に
は
、「
日
本
の
安
全
お
よ
び
日
本

の
侵
略
性
の
復
活
に
対
す
る
安
全
の
双
方
」
を
効
果
的
に
保
障
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
方
法
と
し

て
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
は
、
日
本
の
軍
隊
を
国
連
軍
の
一
部
と
す
る
あ
る
い
は
極
東
諸
国
の
軍
隊
と
統
合
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

る
）
11
（

。
既
に
見
た
よ
う
に
、
国
務
省
に
は
も
と
も
と
、
日
本
の
再
軍
備
を
統
制
す
る
た
め
に
、
再
武
装
す
る
日
本
人
部
隊
を
国
連
軍
あ

る
い
は
日
本
占
領
軍
と
い
う
国
際
的
な
枠
組
み
の
一
部
と
す
る
と
い
う
構
想
が
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
国
際
枠
組
み
に
よ
る
統
制
に
つ
い
て
は
、
二
点
に
注
意
を
要
す
る
。
第
一
に
、
国
務
省
が
当
初
考
慮
し
て
い
た
日0

本
人
部
隊

0

0

0

0

の
統
合
と
い
う
案
が
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
の
決
定
段
階
で
は
日
本
軍

0

0

0

の
統
合
と
い
う
案
に
変
わ
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、

お
そ
ら
く
国
防
総
省
の
意
向
が
作
用
し
て
い
た
。
西
独
再
軍
備
に
お
い
て
、
国
務
省
は
「
欧
州
防
衛
軍
」
の
一
部
と
し
て
西
独
人
部

隊
を
創
設
す
る
方
式
を
志
向
し
て
い
た
が
、
国
防
総
省
は
士
気
向
上
な
ど
の
観
点
か
ら
国
軍
の
再
建
に
こ
だ
わ
り
、
最
終
的
に
後
者

の
主
張
す
る
方
式
が
決
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
第
二
に
、
五
一
年
初
頭
の
対
日
交
渉
を
前
に
米
国
政
府
が
最
終
決
定
す
る
の
は
、

Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
で
想
定
さ
れ
て
い
た
統
合
に
よ
る
統
制
で
は
な
く
、
監
視
・
管
理
に
よ
る
統
制
だ
っ
た
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、



1（（

法学研究 94 巻 2 号（2021：2）

米
国
政
府
は
再
軍
備
を
統
御
す
る
国
際
的
枠
組
み
と
し
て
、
日
米
豪
新
比
な
ど
を
加
盟
国
と
す
る
集
団
防
衛
・
集
団
安
全
保
障
協
定
、

「
太
平
洋
協
定
」
構
想
を
採
用
す
る
。
こ
こ
で
は
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
、
日
本
の
軍
隊
は
多
国
籍
軍
の
一
部
と
し
て
統
制
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
加
盟
国
代
表
か
ら
な
る
「
太
平
洋
理
事
会
」
の
監
視
・
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た）

11
（

。

　

さ
て
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
で
実
質
的
に
決
定
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
対
日
統
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
国
防
総
省
（
お
よ
び
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
）
が
重
視
し
た
米
国
に
よ
る
統
制
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
監
視
・
管
理
を
つ
う
じ
た
も
の
と
統
合
を
つ
う
じ
た
も
の
の
双
方
が

含
ま
れ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
国
防
総
省
は
、
米
国
製
兵
器
を
装
備
し
て
米
軍
に
よ
る
訓
練
・
監
督
を
受
け
る
、
小
規
模
か
つ

軽
武
装
の
日
本
軍
、
特
に
陸
軍
の
再
建
を
志
向
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
前
記
の
国
防
総
省
に
よ
る
日
米
協
定
案
は
、
日
本
軍
の
規

模
・
編
成
・
装
備
な
ど
を
決
め
る
権
限
は
米
国
政
府
に
あ
る
と
明
記
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
文
民

統
制
な
ど
の
米
国
方
式
で
運
用
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
協
定
案
で
は
、
日
本
軍
は
有
事
に
際
し
て
米
国

政
府
の
任
命
す
る
最
高
司
令
官
の
隷
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
国
防
総
省
は
、
西
独
再
軍
備
に
お
い
て
も
、
国
軍
の

総
兵
力
や
編
成
規
模
を
制
限
し
た
上
で
そ
の
指
揮
権
を
米
軍
人
が
最
高
司
令
官
を
務
め
る
統
合
司
令
部
に
移
譲
さ
せ
る
方
式
を
政
府

決
定
と
し
て
い
た）

11
（

。
米
軍
が
指
揮
権
を
保
持
す
る
日
米
統
合
は
、
将
来
的
な
米
軍
撤
退
の
方
針
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
国

防
総
省
は
、
統
合
は
米
国
の
「
義
務
」
で
は
な
く
「
権
利
」
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
撤
退
の
選
択
肢
を
担
保
す
る）

1（
（

。

お
わ
り
に

　

本
論
で
の
叙
述
と
分
析
を
踏
ま
え
、
冒
頭
で
掲
げ
た
問
い
に
対
す
る
議
論
を
提
示
し
た
い
。
第
一
に
、
米
国
政
府
は
い
か
な
る
過

程
を
経
て
日
本
再
軍
備
を
決
定
し
た
の
か
。
国
務
省
・
国
防
総
省
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
三
者
関
係
に
着
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
論

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
〇
年
七
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、
国
務
省
と
国
防
総
省
が
相
次
い
で
慎
重
姿
勢
を
転
換
さ
せ
、
ワ
シ
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ン
ト
ン
で
は
、
再
軍
備
推
進
を
謳
っ
た
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
／
一
が
策
定
さ
れ
た
。
だ
が
、
八
月
初
頭
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
こ
れ
に
反
発
し

た
こ
と
で
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
七
三
シ
リ
ー
ズ
か
ら
は
日
本
再
軍
備
の
方
針
は
消
え
た
。
し
か
し
そ
の
直
後
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
急
激
な
方
針

転
換
を
行
い
、
再
軍
備
を
容
認
す
る
。
そ
の
後
、
国
務
省
と
国
防
総
省
の
調
整
を
経
て
、
日
本
再
軍
備
は
九
月
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一

で
実
質
的
に
政
府
決
定
と
な
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
が
再
軍
備
推
進
で
一
致
す
る
中
で
、
現
地
司
令
官
の
見
解
を
重
視
す
る
米
軍
の
伝

統
を
背
景
に
「
拒
否
権
」
を
有
し
て
い
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
反
対
を
や
め
た
こ
と
で
、
日
本
再
軍
備
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
な
ぜ
米
国
政
府
は
日
本
再
軍
備
を
決
定
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
従
来
か
ら
再
軍
備
推
進
の
方
向
に
作
用
し
て
き
た
軍
事

的
な
対
ソ
封
じ
込
め
戦
略
の
重
要
性
が
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
を
受
け
て
相
対
的
に
高
ま
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
朝
鮮

戦
争
は
東
側
の
拡
張
の
端
緒
に
過
ぎ
ず
、
ソ
連
や
配
下
の
勢
力
が
軍
事
侵
攻
を
続
発
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
し
て

ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
対
日
侵
攻
に
対
す
る
防
衛
態
勢
を
高
め
、
世
界
規
模
で
戦
力
不
足
に
苦
し
む
米
軍
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

日
本
再
軍
備
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
ソ
連
の
侵
攻
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
米
軍
の
極
東
増
派
を
国
防
総

省
に
認
め
さ
せ
る
た
め
、
日
本
再
軍
備
に
よ
る
米
軍
の
戦
力
不
足
の
緩
和
と
い
う
軍
事
戦
略
上
の
考
慮
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
朝
鮮
戦
争
と
い
う
熱
戦
の
勃
発
は
、
再
軍
備
抑
制
の
方
向
に
作
用
し
て
き
た
冷
戦
戦
略
上
の
考
慮

を
弱
め
る
効
果
も
有
し
て
い
た
。
共
産
陣
営
に
対
す
る
日
本
や
極
東
諸
国
の
脅
威
認
識
が
高
ま
る
と
い
う
見
通
し
が
生
じ
た
こ
と
で
、

日
本
再
軍
備
を
進
め
れ
ば
彼
ら
が
反
発
し
て
米
国
か
ら
離
反
す
る
と
い
う
危
惧
の
念
が
弱
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ソ
連
の
対
日

侵
攻
が
起
こ
る
と
い
う
認
識
は
、
日
本
再
軍
備
に
伴
う
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
に
配
慮
す
る
必
要
性
を
低
下
さ
せ
た
と
い
え
る
。

　

第
三
に
、
米
国
政
府
は
ど
の
よ
う
な
形
の
日
本
再
軍
備
を
思
い
描
い
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
米
軍
お
よ
び
国
際
的
枠
組
み
に
よ

る
監
視
・
管
理
・
統
合
と
い
う
統
制
を
受
け
つ
つ
、
在
極
東
米
軍
の
撤
退
を
促
進
す
る
、
防
御
的
な
陸
軍
の
再
建
だ
っ
た
。
米
国
に

と
っ
て
、
陸
軍
の
再
建
は
、
日
本
を
統
制
す
る
と
と
も
に
、
米
軍
撤
退
の
中
で
も
特
に
重
要
だ
っ
た
陸
軍
の
撤
退
に
資
す
る
、「
一

石
二
鳥
」
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。
な
お
、
対
日
統
制
の
国
際
枠
組
み
に
は
日
本
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
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れ
を
つ
う
じ
て
米
軍
の
撤
退
が
可
能
に
な
る
と
目
さ
れ
て
い
た
。
米
国
政
府
は
そ
う
し
た
枠
組
み
と
し
て
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
の
採

択
時
点
で
は
、
日
本
軍
を
国
連
軍
や
太
平
洋
諸
国
軍
と
統
合
す
る
方
式
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
が
、
五
一
年
一
月
の
対
日
交
渉
の
直

前
に
、
日
本
の
軍
隊
を
多
国
間
同
盟
で
あ
る
「
太
平
洋
協
定
」
の
監
視
・
管
理
下
に
置
く
方
式
を
採
用
す
る
。

　

第
四
に
、
こ
う
し
た
再
軍
備
形
態
は
い
か
な
る
考
慮
に
基
づ
い
て
い
た
の
か
。
ま
ず
、
再
建
さ
れ
る
日
本
軍
に
対
す
る
統
制
は
、

日
本
の
軍
事
大
国
化
を
予
防
す
る
と
い
う
対
日
封
じ
込
め
戦
略
に
資
す
る
だ
け
で
な
く
、
冷
戦
戦
略
に
も
益
す
る
も
の
だ
っ
た
。
米

軍
に
よ
る
統
制
は
極
東
諸
国
の
日
本
に
対
す
る
警
戒
心
を
薄
め
、
国
際
的
枠
組
み
の
中
で
の
再
軍
備
は
、
法
的
正
統
性
の
問
題
を
緩

和
し
て
日
本
や
極
東
諸
国
の
反
対
を
弱
め
う
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
日
本
再
軍
備
に
よ
る
極
東
米
軍
の
撤
退
は
、
対
ソ
軍
事
戦
略

の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
。
米
国
に
と
っ
て
西
欧
は
最
重
要
地
域
だ
っ
た
が
、
在
欧
米
軍
の
戦
力
は
貧
弱
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
在

極
東
米
軍
の
負
担
を
軽
減
し
て
、
そ
の
戦
力
を
西
欧
へ
と
再
配
備
し
、
ソ
連
の
西
欧
侵
攻
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
日
本
再
軍

備
は
、
こ
う
し
た
軍
事
戦
略
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
米
国
政
府
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
に
お
い
て
、
ソ
連
の
軍
事
的
脅
威
を
一
定
程
度
相
殺
し
て
在
日
米
陸
軍
の
撤
退
と
欧

州
へ
の
振
り
分
け
を
可
能
に
す
る
、
陸
軍
の
再
建
を
主
眼
と
し
た
日
本
再
軍
備
を
、
米
国
の
統
制
下
に
置
い
て
か
つ
国
際
的
な
枠
組

み
に
取
り
込
ん
で
制
御
し
な
が
ら
実
施
す
る
、
と
い
う
方
針
を
決
め
た
。
こ
の
決
定
は
少
な
く
と
も
そ
の
後
の
数
年
間
、
米
国
政
府

の
行
動
や
方
針
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
再
軍
備
は
五
二
年
の
日
本
独
立
後
、
漸
進
的
な
が
ら
着
実

に
実
施
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
日
本
の
軍
事
組
織
に
対
す
る
米
国
の
統
制
が
、
米
軍
に
よ
る
装
備
や
訓
練
の
提
供
な
ど

に
よ
る
監
視
・
管
理
の
形
、
お
よ
び
有
事
に
お
け
る
日
本
の
指
揮
権
移
譲
な
ど
に
よ
る
統
合
の
形
で
進
ん
だ
。
在
日
米
軍
の
撤
退
は
、

米
国
の
日
本
再
軍
備
計
画
に
お
け
る
基
準
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
五
〇
年
代
後
半
に
は
陸
軍
の
戦
闘
部
隊
が
撤
退
す
る
。
日
本
を
統
制

す
る
と
同
時
に
米
軍
撤
退
を
促
進
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
「
太
平
洋
協
定
」
の
構
想
は
、
そ
の
後
浮
沈
を
繰
り
返
し
つ
つ
五
〇
年

代
後
半
ま
で
存
続
す
る
。
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他
方
、
日
本
再
軍
備
に
は
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
六
〇
／
一
で
想
定
さ
れ
た
形
で
は
進
ま
な
か
っ
た
面
も
あ
る
。
ま
ず
、
当
初
陸
軍
の
再
建
の

み
を
主
眼
と
し
て
い
た
米
国
の
再
軍
備
構
想
は
、
海
軍
の
再
建
、
そ
し
て
空
軍
の
創
設
へ
と
拡
大
し
た
。
こ
れ
は
五
四
年
、
陸
海
空

自
衛
隊
の
発
足
に
至
る
。
ま
た
、
多
国
間
同
盟
で
あ
る
「
太
平
洋
協
定
」
は
結
局
実
現
せ
ず
、
代
わ
り
に
米
国
の
二
国
間
同
盟
網
が

継
続
・
拡
大
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
五
一
年
に
「
暫
定
協
定
」
と
し
て
結
ば
れ
た
日
米
安
保
条
約
は
、「
太
平
洋
協
定
」

構
想
挫
折
後
の
六
〇
年
に
、
よ
り
持
続
的
な
も
の
へ
と
改
定
さ
れ
た
。
日
本
の
再
軍
備
と
自
衛
隊
の
育
成
は
、
こ
の
新
旧
安
保
条
約

に
基
づ
く
日
米
同
盟
の
下
で
統
制
を
受
け
な
が
ら
進
む
こ
と
に
な
る
。

　

米
国
の
構
想
に
お
い
て
、
日
本
再
軍
備
に
関
連
す
る
以
上
の
展
開
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ

う
に
連
関
し
て
い
た
の
か
。
そ
こ
で
は
、
本
稿
で
用
い
た
三
つ
の
封
じ
込
め
戦
略
は
い
か
な
る
影
響
を
有
し
て
い
た
の
か
。
五
〇
年

代
の
米
国
の
極
東
・
対
日
政
策
を
扱
っ
た
実
証
研
究
は
数
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
展
開
の
連
関
を
体
系
的
に
分
析
す
る
試
み
は
管
見
の

限
り
存
在
し
な
い
。
そ
う
し
た
分
析
を
長
期
的
に
取
り
組
む
べ
き
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
提
示
し
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

（
1
）　

こ
の
点
は
先
行
研
究
の
紹
介
を
含
め
、
吉
田
真
吾
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」『
近
畿
大
学
法
学
』
六
七
巻
三
・
四
号
（
二
〇
二
〇
年

三
月
）
を
参
照
。

（
（
）　

二
つ
の
視
座
お
よ
び
七
月
以
前
の
三
者
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
吉
田
真
吾
「
日
本
再
軍
備
の
起
源
」『
近
畿
大
学
法
学
』
六
六
巻

三
・
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
二
四
〇
―

四
三
頁
、
吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」
一
二
七
―

二
九
頁
を
参
照
。

（
3
）　

吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
起
源
」
二
五
八
―

六
八
、
二
七
一
―

七
四
頁
。
吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」
一
四
一
―

五
〇
頁
。

（
4
）　D

ulles to A
llison, July 1（, 1（50, R

ecords of the U
.S. D

epartm
ent of State R

elating to the Internal A
ffairs of 

Japan, 1950

―1954 

（W
ilm

ington: Scholarly Resources, 1（（6
） ［hereafter R

D
O

S

］, Reel 16; Foreign R
elations of the 

U
nited States ［hearafter FR

U
S

］, 1（50, V
ol. V

I, pp. 1（43

―44, 1（46

―4（.

（
5
）　A

llison to Rusk, July 1（, 1（50, R
D

O
S, Reel 16; FR

U
S, 1（50, V

ol. V
I, pp. 1（50

―54.

（
6
）　Feary to A

llison, July 17, 1（50, R
D

O
S, Reel 16.
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（
7
）　See, D

ulles to A
llison, July 1（; FR

U
S, 1（50, V

ol. V
I, pp. 1（46

―4（.

（
（
）　N

itze to M
cW

illiam
s, July （6, 1（50, Box （, Country Files, 1（47

―6（, Policy Planning Staff, Record Group 

［hearafter RG

］ 5（, N
ational A

rchives II ［hereafter N
A

］. See also, FR
U

S, 1（50, V
ol. V

I, pp. 1（55

―57.
（
（
）　Paul J. H

eer, M
r. X

 and the Pacific: G
eorge F. K

ennan and A
m

erican Policy in E
ast A

sia 

（Ithaca: Cornell 
U

niversity Press, （01（

）, pp. 1（4

―（（.

（
10
）　FR

U
S, 1（50, V

ol. V
I, p. 1（44 （fn. 1

）.

（
11
）　

最
近
の
研
究
と
し
て
、Sheldon L. Goldberg, From

 D
isarm

am
ent to R

earm
am

ent: T
he R

eversal of U
S Policy 

tow
ard W

est G
erm

any, 1945

―1955 （A
thenes: O

hio U
niversity Press, （017

）
を
参
照
。

（
1（
）　M

em
con, A

ugust 4, 1（50, Box 64, M
em

oranda of Conversations File, 1（4（

―53, D
ean G. A

cheson Papers, H
arry 

S. T
rum

an Presidential Library ［hereafter H
ST

L

］.

（
13
）　W

alter Lippm
ann, 

“Korea and Japan,

” Nippon T
im

es, July （, 1（50; Carter to Slane, A
ugust （（, 1（50, R

D
O

S, 
Reel 16.

（
14
）　D

igital N
ational Security A

rchive ［hereafter D
N

SA

］, PD
001（6.

（
15
）　FR

U
S, 1（50, V

ol. I, pp. 331

―3（.

（
16
）　D

N
SA

, PD
001（6. See also, H

eer, M
r. X

 and the pacific, pp. 153

―66.

（
17
）　FR

U
S, 1（50, V

ol. V
I, pp. 1（43

―44.

（
1（
）　T

okyo 5（, July 13, 1（50; T
okyo 76, July 17, 1（50; T

okyo 167, July （（, 1（50, R
D

O
S, Reel 16.

（
1（
）　FR

U
S, 1（50, V

ol. V
I, pp. 1（1

―（3.

（
（0
）　Ibid., pp. 1（61

―6（.

（
（1
）　Ibid., pp. 1（46

―4（.

（
（（
）　N

itze to M
cW

illiam
s, July （6.

（
（3
）　Goldberg, From

 D
isarm

am
ent to R

earm
am

ent, pp. 7（

―（4, 110
―1（.

（
（4
）　N

itze to M
cW

illiam
s, July （6.
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（
（5
）　

吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
起
源
」
二
四
三
―

五
〇
、
二
六
六
―

七
四
頁
。
吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」
一
三
二
―

四
一
頁
。

（
（6
）　JCS 1（（4/（3, July 31, 1（50, CCS 0（（ U

SSR （3

―（7

―45

）, Sec. 47, RG （1（, N
A

.
（
（7
）　JCS （143, July （0, 1（50, in Steven T

. Ross and D
avid A

. Rosenberg, eds., A
m

erica

’s Plans for W
ar against the 

Soviet U
nion, 1945

―1950 （N
ew

 Y
ork: Garland Publishing, 1（（0

）, V
ol. 15.

（
（（
）　

吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」
一
三
四
頁
。

（
（（
）　

吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
起
源
」
二
四
三
、
二
四
六
―

四
七
、
二
六
八
―

六
九
頁
。
吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」
一
三
〇
―

三
二
頁
。

（
30
）　W

alter S. Poole, T
he Joint Chiefs of Staff and N

ational Policy 

［hereafter JCSN
P

］, V
ol. IV

 

（W
ashington D

.C.: 
O

ffi
ce of CJCS, 1（（（

）, pp. （5

―（7.

（
31
）　

実
際
、
日
本
の
反
対
に
対
す
る
Ｊ
Ｃ
Ｓ
の
懸
念
は
低
下
し
た
（FR

U
S, 1（50, V

ol. V
I, pp. 1（7（

―（（

）。

（
3（
）　

吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
起
源
」
二
五
一
―

五
八
頁
。
吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」
一
五
〇
―

五
五
頁
。

（
33
）　H

iroshi M
asuda, ed., R

earm
am

ent of Japan （T
okyo: M

aruzen, 1（（（

）, Pt. 1 ［hereafter R
oJ

］, D
oc. 1

―C

―（.

（
34
）　FR

U
S, 1（50, V

ol. V
II, pp. 540

―41, 54（

―44.

（
35
）　R

oJ, D
oc. 1

―C

―（.

（
36
）　

吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」
一
五
二
―

五
三
頁
。

（
37
）　

同
前
、
一
五
五
―

五
六
頁
。

（
3（
）　M

em
con by H

arrim
an, undated, Box 111, General File, 1（40

―53, President

’s Secretary

’s Files, H
arry S. T

rum
an 

Papers, H
ST

L.

（
3（
）　Ibid.

（
40
）　FR

U
S, 1（4（, V

ol. V
II, Pt. （, pp. （（0

―（4.

（
41
）　FR

U
S, 1（50, V

ol. V
II, pp. 540

―41, 54（

―44.

（
4（
）　Jam

es F. Schnabel and Robert J. W
atson, JCSN

P, V
ol. III, Pt. 1 （W

ashington D
.C.: O

ffi
ce of CJCS, 1（（（

）, pp. 73

―（4.

（
43
）　

吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
起
源
」
二
四
三
、
二
四
六
―

五
〇
、
二
六
八
―

六
九
頁
。
吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
停
滞
」
一
三
〇
―

三
二
頁
。
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（
44
）　FR

U
S, 1（50, V

ol. V
I, pp. 1（7（

―（（.

（
45
）　Ibid.

（
46
）　

吉
田
「
日
本
再
軍
備
の
起
源
」
二
五
〇
、
二
六
六
、
二
六
九
―

七
〇
頁
。

（
47
）　Poole, JCSN

P, V
ol. IV

, Ch. 7.
（
4（
）　JCS to Johnson, A

ugust 1（, 1（50, CCS 0（（ W
estern Europe （3

―1（

―4（

）, Sec. 54, RG （1（, N
A

.

（
4（
）　O

m
ar N

. Bradley and Clay Blair, A
 G

eneral

’s Life 

（N
ew

 Y
ork: Sim

on and Schuster, 1（（3

）, pp. 557

―5（; M
elvin 

P. Leffl
er, A

 Preponderance of Pow
er: N

ational Security, the T
rum

an A
dm

inistration, and Cold W
ar 

（Stanford: 
Stanford U

niversity Press, 1（（（
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